
補助金等の申請を目指す事業者に対し、中小企業診断士

が補助事業計画書等の策定を支援。
・中小企業診断士の派遣は、1事業者3回まで無料。

○想定される支援例
・経営革新計画策定支援
・経営力向上計画策定支援

・計画実践のための融資申込や補助金獲得等の各支援
施策活用支援
・新規事業展開に係る商品開発等への助言、指導

〇支援申込先
・一般社団法人長崎県中小企業診断士協会

住所：〒850-0862

長崎市出島町1-43 ながさき出島インキュベータ302
電話 ：095-832-7011 Fax  ：095-832-7012
mail : pres@shindan-nagasaki.jp

商工会議所・商工会等の会員の方は、まずは加盟団体へご相
談ください。

【問い合わせ先】

産業労働部 経営支援課 「事業計画策定支援」チーム

担当：青木、鬼崎、門司

電 話：095-895-2651
ＦＡＸ ：095-895-2580

E-mail：s05570@pref.nagasaki.lg.jp

【事業の概要】

○目的

中小企業等の新規事業展開に対して、中小企業診断士によ
るワンストップ相談対応や事業計画の策定・磨き上げから計画

の実践までを伴走型で支援し、事業拡大や生産性向上による
付加価値額の拡大を図る。

○事業内容
（1）中小企業者等に対する支援

①ミニ相談会の開催

・新規事業展開にかかるアイデアはあるものの、計画策定に
まで至っていない事業者に対し、県内各地でミニ相談会を開
催。

②事業計画の策定から実践までの伴走支援
・新規事業展開に向けた具体的な事業計画の策定を目指す
事業者に対し、中小企業診断士が事業計画の策定から実践
までを伴走支援。

・新規事業展開にかかる事業計画はあるものの、課題に直面
し、計画の実践が困難になっている事業者に対し、中小企業
診断士が既存計画の磨き上げのための助言から補助金等
の各種支援施策の活用を含めた計画の実践までを伴走

支援。
・中小企業診断士の派遣は、1事業者6回まで無料。

（2）事業承継により経営者が交代又は交代予定の事業者へ

の支援
・事業承継を契機として新規事業展開を図り、国の事業承継

22.中小企業新規事業展開等支援プロジェクト事業 目的①

新事業展開・新分野進出等を図りたい。（2）新事業展開・新分野進出等を図りたい。（2）
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